
JP 2019-510993 A5 2019.12.19

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和1年12月19日(2019.12.19)

【公表番号】特表2019-510993(P2019-510993A)
【公表日】平成31年4月18日(2019.4.18)
【年通号数】公開・登録公報2019-015
【出願番号】特願2018-536099(P2018-536099)
【国際特許分類】
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   Ｇ０９Ｇ   5/36     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/01     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/0484   (2013.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５１０Ａ
   Ｇ０９Ｇ    5/00     　　　Ｘ
   Ｇ０９Ｇ    5/36     ５２０Ｄ
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５１０Ｂ
   Ｇ０９Ｇ    5/36     ５２０Ｐ
   Ｇ０６Ｆ    3/01     ５１０　
   Ｇ０６Ｆ    3/0484   　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年11月5日(2019.11.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テッセレーション処理中に、第１の詳細レベルをもつ画像の第１のゾーンをレンダリン
グするための手段と、
　テッセレーション処理中に、第２の詳細レベルをもつ前記画像の第２のゾーンをレンダ
リングするための手段と、ここにおいて、前記第１の詳細レベルが、前記第２の詳細レベ
ルよりも高く、
　少なくとも１つのディスプレイ上に前記第１のゾーンと前記第２のゾーンとを提示する
ための手段と、
を備え、
　ここにおいて、前記第１および第２のゾーンをレンダリングするための前記手段は、単
一の描画呼出しにおいて前記第１および第２のゾーンをレンダリングするように構成され
た、装置。
【請求項２】
　提示するための前記手段が、前記第１のゾーンと前記第２のゾーンとを提示するために
、前記第１のゾーンと前記第２のゾーンとを少なくとも１つのディスプレイに送るための
手段を備える、または
　第１の車両ウィンドウ上に前記第１のゾーンを提示し、第２の車両ウィンドウ上に前記
第２のゾーンを提示するための手段をさらに備える、
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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　前記少なくとも１つのディスプレイが、ウィンドウプロジェクタまたは一体型ウィンド
ウディスプレイパネルである、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　提示するための前記手段が、第１の車両ウィンドウ上に前記第１のゾーンを提示し、第
２の車両ウィンドウ上に前記第２のゾーンを提示するように構成された、請求項１に記載
の装置。
【請求項５】
　前記第１のウィンドウが前面ウインドシールドであり、前記第２のウィンドウが、車両
の別のウィンドウである、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　提示するための前記手段が、車両ウィンドウの第１のセクション上に前記第１のゾーン
を提示し、前記車両ウィンドウの第２のセクション上に前記第２のゾーンを提示するよう
に構成された、請求項２に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１のセクションが、ウインドシールドの一方の側のセクションであり、前記第２
のセクションが、前記ウインドシールドの他方の側のセクションである、または
　前記第１のセクションが、ウインドシールドにわたる第１の水平バーであり、前記第２
のセクションが、前記ウインドシールドにわたる第２の水平バーである、
　請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　第１のユーザと第２のユーザとを含む複数のユーザについてアイトラッキングを実行す
るための手段と、
　前記第１および第２のゾーンを前記レンダリングすることに優先度を付けるための手段
と、ここにおいて、前記第１および第２のゾーンを前記レンダリングすることに優先度を
付けることは、前記第１のゾーンが前記第１のユーザに対する提示のためのものであり、
前記第２のゾーンが前記第２のユーザに対する提示のためのものであり、かつ前記第１の
ユーザが、前記第２のユーザよりも優先されていることに基づいて、前記第２のゾーンに
ついての前記第２の詳細レベルよりも高い前記第１の詳細レベルをもつ前記第１のゾーン
をレンダリングすることを備える、
　をさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記装置が、車両中の取外し可能なモジュールの少なくとも一部である、請求項１に記
載の装置。
【請求項１０】
　前記装置が、仮想現実（ＶＲ）ヘッドセットなどのＶＲデバイスの少なくとも一部であ
る、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１および第２のゾーンをレンダリングするための前記手段は、前記単一の描画呼
出しにおいて異なる前記詳細レベルをレンダリングするために、メモリに非同期的にアク
セスするように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１および第２のゾーンをレンダリングするための前記手段は、１つまたは複数の
フレームバッファの異なるサブセットにアクセスするように構成された非一様フレームバ
ッファコントローラを備え、前記フレームバッファの前記異なるサブセットが、異なる前
記詳細レベルに対応する、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１および第２のゾーンをレンダリングするための前記手段は、超長命令語（ＶＬ
ＩＷ）回路を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　電子デバイスによって実行される方法であって、前記方法は、
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　テッセレーション処理中に、第１の詳細レベルをもつ画像の第１のゾーンをレンダリン
グすることと、
　テッセレーション処理中に、第２の詳細レベルをもつ前記画像の第２のゾーンをレンダ
リングすることと、ここにおいて、前記第１の詳細レベルが、前記第２の詳細レベルより
も高く、
　少なくとも１つのディスプレイ上に前記第１のゾーンと前記第２のゾーンとを提示する
ことと、
　を備え、
　ここにおいて、前記電子デバイスは、単一の描画呼出し中に、前記第１および第２のゾ
ーンをレンダリングする、方法。
【請求項１５】
　その上に命令を有する非一時的な有形コンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプ
ログラム製品であって、前記命令は、
　電子デバイスに、テッセレーション処理中に、第１の詳細レベルをもつ画像の第１のゾ
ーンをレンダリングさせるためのコードと、
　前記電子デバイスに、テッセレーション処理中に、第２の詳細レベルをもつ前記画像の
第２のゾーンをレンダリングさせるためのコードと、ここにおいて、前記第１の詳細レベ
ルが、前記第２の詳細レベルよりも高く、
　前記電子デバイスに、少なくとも１つのディスプレイ上に前記第１のゾーンと前記第２
のゾーンとを提示させるためのコードと、
　を備え、
　ここにおいて、前記コードは、前記電子デバイスに、単一の描画呼出し中に、前記第１
および第２のゾーンをレンダリングさせる、コンピュータプログラム製品。


	header
	written-amendment

